
経常収益

�　業務収益

�　臨時収益

経常費用

�　業務費用

�　　 (経費)

�　臨時費用

経常利益

５８８

５８４

３

５４０

５３９

(４０６)

０

４７

６４０

６３５

４

５３６

５１６

(３９９)

２０

１０３

[注記]

�１) 平成２０年９月末の「評価差額」及び「含み損益」は、平成２０年９月末時点の帳簿価格（償却原価法適用後）と時価との
　　  差額を計上しております。
�２) 譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー及び貸付信託受益権等はありません。
�３) 子会社・関連会社株式はありません。尚、満期保有目的の債券に係る含み損益は以下のとおりです。

杵島信用金庫
�〒８４３－００２４　佐賀県武雄市武雄町大字富岡８８９４番地
�Ｔｅｌ　０９５４（２３）１２８１　　Ｆa x　０９５４（２３）１５１３
�http://www.kishimashinkin .co. jp

�損益の状況

株　式　　 　  ９０

債　券　２,０３１

その他　１,４０８

  評価差額

うち益

１２

０

１２

０

うち損

４６８

２５

２３

４１９

△４５６

△２５

△１１

△４１９

その他有価証券　　３,５３０

時　価

    平成２０年９月末

    平成２０年９月末

平成２０年９月末

帳　簿

価　格

満期保有目的の債券　１,２４０

含み損益

△１０５

含み損益

△１０２

帳　簿

価　格

１,２７０

うち益

１

うち損

１０６

うち益

２

うち損

１０４

    平成２０年３月末

    平成２０年３月末

平成１９年９月末

＜参考＞

（単位：百万円）

＜参考＞

（単位：百万円）

＜参考＞

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

有価証券の時価情報

時　価

２,４３６

８０

８２３

１,５３２

評価差額

△３３２

△３０

△４

△２９６

うち益

３

０

２

０

うち損

３３５

３１

７

２９７
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DISCLOSURE
杵島信用金庫ディスクロージャー誌（平成２０年９月末）



＊当金庫の地域経済活性化への取り組みについて

地域貢献ディスクロージャー

（平成２０年９月末）

＊文化的・社会的貢献に関する事項

＜参考＞

＜参考＞

（単位：百万円）

＜参考＞

（単位：百万円）（単位：百万円）

＜参考＞

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万円）

金融再生法ベースの債務者区分による開示（単体）

単体自己資本比率（国内基準）

預金・貸出金の状況

貸出金の内訳

　信用金庫は、限られた地域で事業を展開していますので、信用金庫の持続可能性は、その地域自身の持続

可能性に委ねられています。したがって、地域の経済的、文化的、社会的諸問題は信用金庫にとっての問題

であると認識しています。

　そこで、私たち信用金庫は、地域と「運命共同体」であるというのではなく、「地域は自力で競争力を創

造する」と決意し、個人、中小企業、ＮＰＯ法人、地方自治体、大学、技術研究所等との良い関係を築いて、

一体となって取り組む「使命共同体」を形成し、信用金庫は、その中核になって行きたいと考えております。

＊預金積金に関する事項　  ＊貸出金に関する事項

＊単体自己資本比率に関する事項 ＊平成２０年９月仮決算に関する事項

＊金融再生法ベース開示債権に関する事項 ＊取引先への支援等

　１年前と比べた預金積金の伸び率は４.０％と

なりました。内訳は、定期性預金で１,９８４百

万円増加し、要求払預金は151百万円減少しま

した。

　１年前と比べた貸出金は２.２％減少しました。

（平成２０年３月末不良貸出資産の売却・償却

調整後０.１％増加）内訳としては、事業性資金

が２８５百万円個人向け資金が３８２百円減少

しました。

　売上高に当たる経常収益は、前年度仮決算と

比べて８.１％の減少となりました。主因は有価

証券利息配当金の減少であり、貸出金による利

息収入は４５３百万円で前年同期比０.４%の微

減となりました。

　なお、預金と貸出金の割合は６１.０％であり、

地元のお客様からお預かりした預金を、地域経

済活性化のために円滑な資金供給を行っていま

す。

　お取引先企業の経営再生支援サポート態勢の

拡充を図ると共に、ビジネスマッチングに積極

的に取り組み、お客様企業の新たな成長分野の

開拓等に、共に汗を流しています。

�平成２０年９月末仮決算において自己資本比

率は、８.９８％となります。

　２０年３月末単体自己資本比率９.２１％に対

して０.２３ポイント減少しました。国内基準４

％以上を大幅に上回る水準の単体自己資本比率

を維持しています。

　地域社会の一員として、福祉施設のイベント参画等地域に根ざしたボランティア活動を行い、また、各地で賑

やかに開催される「祭り」にも積極的に参加しています。

　また、８月２６日から３日間、社会貢献の一環として、インターンシップによる学生の受入れを行ないました。

就業体験を通じて、信用金庫の業務や役割を理解して頂き、働く上での大切なことを将来のキャリア形成に役立

てて頂くために実施しました。

開示債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

正常債権

合　計

平成２０年９月末

１,３６３

６１１

１,６９８

２６,２２１

２９,８９５

平成２０年３月末

１,４２０

６０６

１,０２１

２７,１４３

３０,１９２

平成２０年９月末

平成２０年９月末

平成２０年９月末

自己資本額

リスクアセット

単体自己資本比率

預　金

貸出金

２,４２９

２７,０６０

８.９８％

４７,５５６

２９,０５２

平成２０年３月末

２,４６７

２６,７６３

９.２１％

平成２０年３月末

４６,４７１

２９,３１７

 平成２０年３月末

１,９９３

１１１

２,８１４

９

２２

９０

３,９６７

５８

３,３０９

６,７０４

１９,０８１

１,７４６

８,４８９

２９,３１７

 平成１９年９月末

２,２７４

９０

３,１３７

１２

２７

９４

４,４９９

５７

３,０１８

６,６５１

１９,８６４

１,１１０

８,７４４

２９,７１９

平成１９年９月末

４５,７２３

２９,７１９

製造業

農　業

建設業

電気ガス熱供給水道業

情報通信業

運輸業

卸売業小売業飲食店

金融保険業

不動産業

サービス業

小　　計

地方公共団体

個人（住宅消費納税資金等）

合　　計

１,８９１

１１０

２,７８６

１１

１７

１０６

３,９９９

５８

３,１７１

６,６８９

１８,８４３

２,０１２

８,１９６

２９,０５２

　金融再生法による開示は、貸出金及び債務保

証以外も開示の対象としております。平成２０

年９月末における貸出金等資産を厳密に見直し

た結果、金融再生法上の不良債権の比率は、１

２.２％となりました。

［注記］

�　本表の金融再生法による開示は、貸出金及び債務保証等の貸出金以外も開示の対象となっております。

�　区分の説明

（１）「破綻更正債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債

務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

（２）「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状況及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。

　　（３）「要管理債権」とは、「３ヶ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。

（４）「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ず

る債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。

［注記］

�オペレーショナル・リスク相当額は、直前の３月末において算出したオペレーショナル・リスク相当額をそのまま当てはめて

います。


